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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年９月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１２月２１日（水） １０時１０分ごろ 

発生場所 岡山県備前
び ぜ ん

市寒河
そ ご う

港南方沖 

 備前市所在の日生港日生防波堤西灯台から真方位０６３°２,０１０

ｍ付近 

（概位 北緯３４°４４.０′ 東経１３４°１７.４′） 

事故調査の経過  平成２４年１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 交通船 はまかぜ６、１.１トン 

   ２７１－３７７０５岡山、有限会社日生マリン販売 

 ６.７１ｍ（Lr）×２.０９ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４.７kＷ、不詳 

Ｂ プレジャーボート 中磯
なかいそ

丸、５トン未満 

  ２７１－１４２４３岡山、個人所有 

 ３.９２ｍ（Lr）×１.４７ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１８.３kＷ、昭和５７年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３８歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２３年２月１４日 

    免許証交付日 平成２３年２月１４日 

           （平成２８年２月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５１年５月２８日 

    免許証交付日 平成２１年５月２２日 

           （平成２７年２月２６日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部及び左舷船尾部に亀裂、船外機カバーが折損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、備前市鹿久居島北西方の架橋工

事現場から、寒河港の桟橋に向けて航行中、船長Ａが、右舷船尾甲板



- 2 - 

上に座って手動操舵に当たり、鹿久居島北西沖のかき筏をうかいした

後、約１５ノットの対地速力で北東進した。 

 船長Ａは、広い海域なので前路に他船はいないものと思って航行

中、平成２３年１２月２１日１０時１０分ごろ、日生港日生防波堤西

灯台から真方位０６３°２,０１０ｍ付近において、Ａ船とＢ船が衝

突した。 

 船長Ａは、衝撃によりＢ船との衝突に気付き、船長Ｂの救助を行

い、勤務先を通じて海上保安部に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０９時２０分ごろ、寒河港南方

沖の釣り場で機関を停止して船首を風上に立てて漂泊し、船長Ｂが釣

りを始めた。 

 船長Ｂは、右舷側の船体中央部のいけすの船首方の甲板上に置いた

クーラーボックスの上に座って船首方を向いて釣りをしていたとこ

ろ、Ｂ船の南西方約８００ｍ付近を北東進中のＡ船を視認したが、こ

れまで漂泊中には、航行中の他船の方でＢ船を避けてくれていたの

で、接近する他船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、船首を南西

に向けて釣りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が避ける気配がないので、船首方に接近したＡ船に

向け、立ち上がり手を振って大声で「かわせ、かわせ」と叫んだが、

Ａ船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突し、Ａ船はＢ船の上を乗り

切った。 

 船長Ｂは、肋骨７本を骨折し、医師から約４週間の加療を要すとの

診断を受けた。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、架橋工事の交通船として使用されていた。 

 Ａ船及びＢ船は、汽笛の設置義務船でなく、汽笛を備えていなかっ

た。 

 Ｂ船の機関は、約１分あればスターターロープで起動することがで

きる状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、寒河港南方沖を北東進中、船長Ａが、広い海域なので前路

に他船はいないものと思い込み、見張りを行っていなかったことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に向けて航行し、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、寒河港南方沖で船首を南西方に向けて漂泊中、船長Ｂが、

Ｂ船に向けて航行するＡ船を視認し、接近する他船は漂泊中のＢ船を
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避けてくれるものと思い込み、漂泊して釣りを続けていたことから、

Ａ船が船首方に接近した際、Ｂ船を避ける気配がないことに気付き、

Ａ船に手を振るなど注意を喚起したが、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、寒河港南方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが見張りを行わず、また、船長Ｂが漂泊して釣りを続けて

いたことから、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常に周囲の見張りを行うこと。 

 ・漂泊中であっても、接近する船舶があれば、有効な音響による信

号を行うなどして注意を喚起し、その後の当該船舶の動静につい

て継続した見張りを行い、衝突のおそれのある場合には、早期に

機関、舵を操作して衝突を回避すること。 

 




